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中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律（平成９

年法律第１０６号）は、平成９年１１月１９日に国会で可決、成立し、１１月２７日に公布さ

れたところですが、同法が平成１０年２月１日に施行されることに伴い、今後、中小企業等協

同組合法（以下「組合法」という ）及び中小企業団体の組織に関する法律（以下「団体法」。

という ）の運用については、下記事項に留意の上行ってください。。

また、今回の通達に伴い、平成３年６月１２日付３企庁第１３２５号「中小企業等協同組合

法及び中小企業団体の組織に関する法律の運用について」の記の２の部分については削除しま

す。

記

Ⅰ．組合員等の新たな事業分野への進出の円滑化のための事業を組合が実施することについて

（組合法第９条の２第１項第５号、同法第９条の９第１項第７号及び団体法第１７条第２

項第４号（同法第３３条で準用する場合を含む ））

【事業協同組合について】

１．組合が支援できる組合員の新たな事業分野への進出について

今次の法改正以前は、事業協同組合が、組合員の新事業分野進出を支援するための事業

を行えるのは、当該事業が 「組合員の事業（事業協同組合の資格事業。以下同じ）に関、

連する事業分野に進出することを支援する事業」である場合に限られていた。即ち 「組、



合員の事業に関連する事業分野に進出することを支援する事業」であれば、組合法第９条

の２第１項第１号の「組合員の事業に関する共同施設」に含まれるので、こうした事業を

事業協同組合が行うことはできるが、組合員が組合員の事業に関連しない事業分野に進出

する場合は、事業協同組合はこれを支援できないとの解釈を行ってきた。しかしながら、

「事業協同組合の資格事業に関連する事業分野」の範囲については、明確な基準が設けら

れておらず、混乱を生じるケースが散見された。

これに対し、今次の法改正により、組合法第９条の２第１項第５号において 「組合員、

の新たな事業分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需

要の開拓に関する施設 （組合法においては、特別な場合を除き 「施設」は 「事業」一」 、 、

般を意味すると解釈される ）が事業協同組合の事業として一般的に規定された。これに。

より、事業協同組合は、組合員の進出しようとする事業分野と資格事業の関連性に拘わら

ず、組合員の新事業分野進出を一般的に支援することが可能となり、事業協同組合が組合

員の新分野進出を支援するにあたって、従来のような組合員の進出する事業分野に関する

制限は無いこととなった。

２．組合が実施可能な組合員の新たな事業分野への進出を円滑化するための事業の範囲につ

いて

① 新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関するものであること

組合法第９条の２第１項第５号の「新商品 「新技術」とは 「組合員にとっての新」、 、

商品、新技術」を意味するものであり、必ずしも一般的に見て新規性を有するものであ

る必要はない。また 「研究開発」とは、試験研究のみを意味するものではなく、その、

成果を商品化する等により、実際に企業が事業に利用できる状態にすることまでを含む

概念である 「需要の開拓」とは、マーケティング、試験販売、広告宣伝等を幅広く含。

むものである。

また、事業協同組合は 「新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓」に「関、

する」事業を行うことが可能であるので 「新商品若しくは新技術の研究開発又は需要、

の開拓」そのものではなくとも、例えば、組合員が研究開発を実施する際の研究施設の

提供等を行うこともできる。

② 資金の貸付

組合法第９条の２第１項第２号に基づき、事業協同組合は、従来から「組合員に対す



」 。 、 「 」る事業資金の貸付 を行うことができる この場合 貸付の対象となる組合員の 事業

については、事業協同組合の資格事業に限定されず、組合員が行うすべての事業を含む

（当然、新分野進出事業も含む）と解される。

したがって 「組合員の新たな事業分野への進出の円滑化を図るための資金の貸付」、

は、今回、新たに組合法第９条の２第１項第５号として追加された事業協同組合の事業

には含まれていないが、事業協同組合は、組合法第９条の２第１項第２号に基づき「組

合員の新たな事業分野への進出の円滑化を図るための資金の貸付」を行うことができる

と解される。

③ 組合員以外の者の組合事業の利用

組合法第９条の２第１項第５号の追加は 「その事業により直接組合員に奉仕する」、

という事業協同組合の性格を何ら変えるものではないため、事業協同組合が組合員の新

事業分野進出を円滑化するために行う事業についても、事業協同組合は、あくまで組合

員のために行うことが必要である。したがって、組合員以外の者に本事業を利用させる

場合については、他の事業と同様、組合法第９条の２第３項及び第４項、第９条の２の

３の規定の範囲内で行うことが必要である。

【事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会について】

事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会についても、事業協同組合

と同様に考えて問題ない。

Ⅱ．員外利用の特例について

（組合法第９条の２の３（第９条の９第４項で準用する場合を含む）及び団体法第１７条

の２（第３３条で準用する場合を含む ））

【事業協同組合について】

１．員外利用の特例に関する考え方

組合法第９条の２の３の規定により、事業協同組合は、一定の条件を満たした場合、そ

の行う事業について、行政庁の認可を得て、組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額

が組合員の利用分量の総額の ／ を超えない範囲内で、組合法第９条の２第３項た200 100

だし書き等の限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させること（以下「員外利用



の特例」という ）が可能となる。この場合の条件は、法律上、。

① 事業協同組合がその所有する施設を用いて行っている事業であること

② 組合員の脱退その他のやむを得ない事由により、当該事業の組合員の利用が減少し

ていること

③ 当該事業の運営に著しい支障が生じていること

④ 当該事業の運営の適正化を図るため、組合員以外の者に、組合法第９条の２第３項

ただし書の限度を超えて当該事業を利用させることが必要かつ適切であること

⑤ 当該事業の運営の適正化のために必要な期間に限られること

と規定されているが、これらをより詳しく解説すれば次のとおりである。

事業協同組合がその所有する施設を用いて行っている事業であること(1)

事業協同組合は、その事業により組合員に直接の奉仕をすることを目的とする組織で

あることから、本来、その事業については、組合員の利用分量をあらかじめ計算し、組

合員の利用分量に応じてその規模を計画すべきものである。したがって、組合員の利用

分量に変動が生じた場合は、変動に合わせて事業規模を調整することが原則である。組

合法第９条の２第３項の規定は、こうした観点と、現実の事業運営を円滑に進める観点

との調和を図ったものということができる。

しかし、事業協同組合が施設を所有し、当該施設を利用した事業を実施している場合

は、当該事業の組合員の利用分量が減少すると、当該施設の利用率が下がり、利用料の

大幅な引き上げを行わない限り、施設の維持が困難となる場合がある。一方、維持費等

、 、 、 、を低減させるために 施設の一部売却等を行うことは 現実には相当困難であり また

こうした組合にとっては、組合員の増加を図ることも、特に短期的には困難である場合

が多い。こうした結果、組合の事業の継続が不可能となると、当該事業を利用している

組合員の事業の実施にも重大な影響が生じ、組合員の事業自体が継続できなくなる可能

。 、 、 、性がある このため 事業協同組合が施設を所有し それを用いて行う事業については

上述したような状況が発生した場合、必要な期間、組合員以外の者の事業の利用を柔軟

に拡大できるような規定が必要と考えられる。員外利用の特例に関する規定は 「事業、

協同組合がその所有する施設を用いて行う事業」について、このような性質が認められ

るために設けられたものである。

したがって、事業協同組合が賃借した施設を用いて事業を行っている場合や、そもそ

も施設を実質的に用いないで事業を行っている場合については、仮に組合員の当該事業



の利用が減少したとしても、事業協同組合は事業規模の調整を比較的容易に行うことが

できると考えられるため、原則として員外利用の特例は認められない。

ただし、こうした事業であっても、事業規模の調整についてはある程度期間が必要と

考えられる。このため、組合員の脱退により組合員の事業の利用が減少した場合につい

ては、組合法第９条の２第４項第１号及び組合法施行令第１条の２により、組合員が脱

退した事業年度及び次の事業年度については、組合員以外の者の事業の利用分量の総額

が組合員の事業の利用分量の ／ を超えない範囲で、当該脱退した組合員が当該100 100

事業を利用していた分量と同量まで組合員以外の者に当該事業を利用させることが認め

られている。

なお、事業協同組合の事業について員外利用の特例が認められるためには、当該事業

に関する施設の全てを事業協同組合が所有している必要はない。例えば、事業協同組合

が借地権を有する土地に組合所有の倉庫を設け、当該倉庫を用いて組合員の物品の保管

事業を行っている場合や、事業協同組合が建物を賃借し、そこに組合所有の機械を据え

付け当該機械を組合員に利用させる事業を行っている場合等については、員外利用の特

例の対象となりうる。

組合員の脱退その他のやむを得ない事由により、当該事業の組合員の利用が減少し(2)

ていること

「組合員の脱退その他のやむを得ない事由」とは、組合員の脱退によるもののみなら

ず、組合員の事業の形態の変化による組合事業の利用の減少等、組合自身の責に帰すべ

き事由でないものが広く含まれる。ただし、あらかじめ特例の認可を得ることを前提と

して、事業協同組合が組合員の利用分量に比して過大な施設を設けたような場合は、当

然ながら「やむを得ない事由」には該当しない。

当該事業の運営に著しい支障が生じていること(3)

「 」 、 、事業の運営に著しい支障が生じる とは 事業協同組合が行っている事業について

組合員に対して妥当と考えられる利用料を設定すると、事業協同組合が当該事業に用い

ている施設の維持・事業の継続に必要なだけの収入を得ることができない状況となって

いるという意味である。即ち、員外利用の特例の認可を受けようとする事業について、

当該事業に用いている施設の減価償却や借入金の償還計画等を勘案して、適切な収支計

算を行った場合、組合員から徴収すべき利用料が相当程度高額なものとなり、当該利用

料を組合員に強いた場合、かえって組合員の事業を圧迫してしまうような場合である。



また、事業協同組合が員外利用の特例の認可を受けようとする事業については、他の

事業と区分して、認可を受けようとする事業単体での運営に著しい支障が生じているか

。 、 「 」を判断する必要がある こうした場合 ある事業について 運営に著しい支障が生じる

事態が発生していれば、他の事業はうまくいっており、事業協同組合全体の経営に支障

が生じていなくても、当該支障が生じている事業については員外利用の特例の対象とな

りうる。

当該事業の運営の適正化を図るため、組合員以外の者に、組合法第９条の２第３項(4)

ただし書きの限度を超えて当該事業を利用させることが必要かつ適切であること

員外利用の特例は、将来的には、事業協同組合の事業が「適正に」運営されることと

なることを前提としており、ある事業について員外利用の特例の認可を得るためには、

「組合員以外の者に、組合法第９条の２第３項ただし書き等の限度を超えて当該事業を

利用させること」が、当該事業の運営の適正化のための方法として、必要かつ適切なも

のと認められなければならない。この場合の考え方をさらに詳解すると次のとおりであ

る。

① 「当該事業の運営の適正化を図る」について

組合法第９条の２の３第１項において、事業協同組合の事業の運営が「適正」であ

る状態とは、

ｲ 当該事業の収支状況が適切であり、事業が円滑に実施されること)

ﾛ 当該事業の規模が、組合員の当該事業の利用分量とバランスし、組合員以外の者)

の当該事業の利用分量が、組合法第９条の２第３項ただし書きの範囲を超えないこ

と

の２つの条件が満たされる状態を意味している。

したがって、事業協同組合の事業の「運営の適正化を図る」とは、事業協同組合の

事業について上記ｲ ﾛ の実現を図ることを意味している。), )

このため、事業協同組合は、員外利用の特例の認可を受ける事業について、将来的

には、当該事業の規模と組合員の当該事業の利用分量がバランスするよう（組合員以

外の者の組合の事業の利用分量が、組合法第９条の２第３項ただし書きの限度内とす

るよう 、例えば次のような取り組みを行うことが必要となる。）

○ 新規組合員の加入促進を含め、当該事業を利用する組合員を増加させる。

○ 施設の過剰となっている部分の売却を行う。



○ 代替施設への移行と、過剰部分を生じた施設全体の売却を行う。

○ 施設の過剰部分を活用した新たな組合員向け事業を実施する。

したがって、事業協同組合は、こうした取り組みを内容とする、当該事業の運営の

適正化のための計画を策定し、かつ認可後その実現のために努めなければならない。

また、行政庁は、員外利用の特例の認可に当たって、当該計画の妥当性を十分勘案す

ることが必要である。

なお、上記の趣旨にかんがみれば、員外利用の特例の認可を受けた事業を利用する

員外者についても、将来の事業協同組合への加入が見込めるよう組合員資格を有する

者を優先することが望ましい。

② 「組合法第９条の２第３項ただし書きの限度を超えて」について

事業協同組合は、員外利用の特例の認可を受けた事業については、組合員以外の者

に対し、組合法第９条の２第３項ただし書き等の限度を超えて、組合員の利用分量の

総額の ／ を超えない範囲内で、当該事業を利用させることが可能となるが、200 100

その際、組合法第９条の２第３項本文の「組合員の事業の利用に支障がない場合に限

り」という条件は引き続き適用される。したがって、事業協同組合が、その行う事業

について員外利用の特例の認可を得て、組合員以外の者の利用分量を拡大させる際に

も、組合員の当該事業の利用に支障が生じることがないようにしなければならない。

③ 「必要かつ適切なもの」について

事業協同組合が行う事業について、員外利用の特例の認可を得るためには、当該事

業の運営の適正化を図るための方法として 「組合員以外の者に、組合法第９条の２、

第３項ただし書きの範囲を超えて当該事業を利用させること」が「必要かつ適切」で

あると認められなければならない。

したがって、行政庁が員外利用の特例の認可を行うに当たっては、具体的には以下

の点に留意する必要がある。

ｲ 員外利用の特例の認可の申請があった事業について、組合員の利用が近い将来無)

くなってしまうことが予想される場合や、そもそも組合員以外の者を含めニーズが

極めて低くなっており、員外利用の特例の認可を受けても当該事業の継続が困難と

考えられる場合については 「当該事業の運営の適正化」を図るために員外利用の、

、 「 」 。特例の適用を受けることは 原則として 必要かつ適切 であるとは認められない

したがって、こうした事業について、員外利用の特例の認可を行うことは適当では



ない。むしろ、こうした事業については、事業協同組合は、当該事業を利用してい

る組合員に与える影響を最小限に抑えつつ、速やかに事業を廃止し、当該事業に用

いていた施設の処分、あるいは当該施設を用いた新たな事業の実施を検討すること

が適当である。

ﾛ 本制度が中小企業施策の一環であることを考慮すれば、事業協同組合が員外利用)

の特例の認可を受けてその事業を組合員以外の者に利用させる場合であっても、そ

の利用者については中小企業を優先するよう配慮することが適当である。

当該事業の運営の適正化のために必要な期間に限られること(5)

① 「期間」の長さについて

員外利用の特例の認可の申請を行う場合は、事業協同組合は、員外利用の特例が必

要な期間を定めなければならない。当該期間は 「認可を受ける事業の運営の適正化、

を図るために必要な期間」であり、事業協同組合の作成する「事業の運営の適正化を

図るための計画」の内容に応じ、適切に定めることが必要である。どの程度の期間が

必要かについては、認可を受けようとする事業の運営状況、施設の規模等に応じ、ケ

ースバイケースで判断することとなるが、行政庁は、必要以上に長い期間を認可する

ことがないよう留意しなければならない。

② 再認可について

一旦認可を受けた事業について、当初定めた期間では運営の適正化を実現すること

が困難と認められる場合は、当初定めた期間が経過する時点で、当該事業が組合法第

９条の２の３第１項の条件を満たしていれば、再び員外利用の特例の認可を受けるこ

とは可能である。

ただし、こうした場合において、事業協同組合が、員外利用の特例の認可を受けた

事業について運営の適正化のための取り組みを適切に行っていないと認められる場合

、 。は 組合法第９条の２の３第１項の条件を満たしていないと解することが適当である

２．認可の取消について

行政庁は、組合法第９条の２の３第２項に基づき、認可を取り消すことができる。認可

の取消事由は 「第９条の２第３項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当、

該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでな

くなった」ことであり、具体的なケースとしては、



① 組合が組合事業の運営の適正化のための取り組みを適切に行わない場合

② 組合員の増加により、員外利用の特例が無くとも、事業の円滑な実施が可能となっ

ている場合

③ 事業に用いている施設の建て替え等を行うこととなり、施設が過剰になっている状

況を解消できる場合

等が考えられる。

なお、事業協同組合が、員外利用の特例の認可を得た事業について、当初認められた期

間の経過を待たずに当該事業の運営の適正化を果たした場合、行政庁に申請することによ

り、特例の取消を受けることもできる。

３．その他の留意事項

利用分量の計測単位について(1)

利用分量を計測する場合の単位に関する考え方は、従来と同じである。

行政庁の監督等について(2)

員外利用の特例の認可を行った行政庁は、事業協同組合が認可を受けた事業の運営の

適正化のための取り組みを行うことについて、組合法第１０５条の２により行政庁に毎

年提出される事業報告書等や、必要に応じ第１０５条の３、第１０５条の４による行政

庁の報告徴収・検査権限を活用し、その適切な実施を担保しなければならない。

事業協同組合に関連する他制度との関係について(3)

① 高度化融資制度との関係について

事業協同組合の事業に関する員外利用の特例の認可は、当該事業の運営の適正化の

ために必要かつ適切と行政庁が認めた場合に限り行われるものであること等から、事

業協同組合が高度化融資制度に基づく融資を受けて設けた施設を用いて行う事業につ

いて、員外利用の特例の認可がなされ、事業協同組合が当該認可に係る事業計画に基

づいて事業を実施する場合に、それを理由とした当該施設に係る高度化融資の繰上償

還は原則として行われない。

しかしながら、高度化融資制度による融資を受けて設けた施設を用いて行う事業に

ついて員外利用の特例の認可が行われた場合、認可後の当該事業の員外利用の態様に

よっては、組合法上は問題が生じなくても、高度化融資制度上は問題が生じ、融資条

件の変更がなされるケース等も考えられることから、認可を行う行政庁及び認可を受



けようとする事業協同組合は、事前に、当該事業に用いられている施設について高度

化融資制度に基づく融資を行った機関の担当部局と十分相談する必要がある。

② その他の制度との関係について

事業協同組合が「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法 「特定」、

中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措

置法」等（以下「創造法等」という ）の規定に基づき、都道府県知事等からの認定。

等を受けた事業計画に基づいて行っている事業について、員外利用の特例の認可を受

けようとする場合は、創造法等の規定に基づき認定を受けた事業計画の変更等が必要

になる場合がある。したがって、こうした事業について員外利用の特例の認可を受け

、 、 、ようとする事業協同組合及び認可を行う行政庁は 事前に 創造法等の規定に基づき

当該事業に関する事業計画の認定等を行った機関の担当部局と十分相談する必要があ

る。

４．申請の際の添付書類

員外利用の特例の認可を申請する際に必要な添付書類については、組合法施行規則にお

いて以下のように規定されている。

① 定款

② 最近３事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書

③ 組合員数の推移を記載した書面

④ 法第９条の２の３第１項の認可を受けようとする事業の内容を記載した書面

⑤ 認可を受けようとする事業に係る施設の配置及び構造を示す図面並びに当該施設の

利用状況を記載した書面

⑥ 認可を受けようとする事業に係る事業計画書

⑦ 認可を受けようとする事業の運営の適正化のための事業の内容を記載した書面

⑧ 認可を受けようとする事業について、法第９条の２第３項ただし書の限度を超えて

組合員に当該事業を利用させることが必要な期間及び当該期間が必要なものである理

由を記載した書面

⑨ その他組合法第９条の２の３第１項の認可に関する審査を行うため参考となるべき

事項を記載した書類

②については、設立以来３事業年度を経過していない事業協同組合がその行う事業につ



いて員外利用の特例を申請する場合にあっては、設立以来の事業報告書、貸借対照表及び

損益計算書を提出すれば良いものとする。

④については、単に員外利用の特例を受けようとする事業の概要を記載するだけではな

く、当該事業についての収支状況（収入にあっては、当該事業を実施することによる賃貸

料、利用料等の状況を、支出にあっては、当該事業を実施することに必要な借入金利息、

当該施設の減価償却費、光熱水料、その他の管理費等の状況）を可能な範囲で記載するこ

ととする。

⑥の事業計画書においては、員外利用の特例を受けたことを前提として、運営の適正化

を図るために必要な期間について、事業年度毎に作成するものとする。

⑦の事業の内容については、員外利用の特例の認可を受けようとする事業の運営の適正

化のために、どのような取り組みを行うかについて、可能な限り具体的に記載するものと

する。

⑧の期間については、そのために必要な期間を、当該期間が適切である理由を付して記

載するものとする。

【事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会について】

事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会についても、事業協同組合

と同様に考えて問題ない。


